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共生社会における医療現場での外国人の異文化体験の様相と課題 

―入院経験のある中・越・韓・比の在日外国人へのインタビュー調査から― 
楊 麗栄・久保宣子 

 

要旨  

外国人医療現場において、「異文化の壁」は医療者と外国人患者に共通する課題の一

つである。しかし、医療現場における国別外国人異文化体験の様相に関する研究は極

めて少ないのが現状である。本研究は Leininger に提唱された「文化ケア」の 7 つの

要因を踏まえ、医療現場における中・越・韓・比の風習の相違と課題を明らかにし、

異文化間の誤解などから生じる壁をこえる解決策を提案する。これによってトラブル

を減らし、日本の医療者の外国人患者対応力を高め、負担軽減と医療サービス向上と

ともに、医療者に対する教育の発展に寄与することが期待できる。 

 

キーワード……共生社会 医療現場 異文化の壁 文化ケア 中・越・韓・比 

 

１．はじめに 

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所(2023 年)によると、2070 年は日本の総

人口が 8,024 万人になり、外国人の数は現在の 2％程度から 10％になる試算である1。

さらに「国籍・地域別の在留外国人数の推移」(2022)では、2014 年以降は中国、韓国

以外、ベトナム、フィリピンなど東南アジアの人数が堅調に増加していることがわか

る2。日本は少子化かつ多国籍化に変化しつつあり、共生社会における異文化コミュニ

ケーションは今後一層日常的な形態になっていくことが予測できる。 

グローバリゼーションが進む中、雇用、医療、福祉、出産・子育て等において、言

語や文化慣習、宗教等の違いに起因する様々な問題の発生が懸念される。日本人と外

国人が安心して安全に暮らせる社会を実現するため、「外国人材の受入れ・共生に関

する関係閣僚会議」(2021)において、その総合対策の一環として、「医療・保健・福

祉サービスの提供環境の整備等」の改善が提唱された。しかし、このような対策が施

行されながらも医療現場における外国人の異文化体験の様相に関する研究は極めて

少ないのが現状である。 

本研究は「医療」に着目し、外国人医療現場での意思疎通を順調に行うために、医

療現場における国別の風習の相違と課題を明らかにし、異文化間の誤解や、偏見など

によって生じる異文化の壁をこえる解決策を探る。これによって、日本に在住する外

国人に住みやすい生活環境を創出し、医療者の外国人患者対応力を高め、医療者の負

担軽減と医療サービスの向上が期待される。 

 

２．異文化による外国人医療現場の問題点 

外国人医療現場において、「異文化の壁」、「言葉の壁」は外国人患者のみならず、外
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国人患者ケアに関わる看護師も様々な不安や困難を抱えている3(林・森 2002;寺岡・

村中 2017;谷本・山崎・本谷・高山・中山・今泉・飯田・相馬 2020;原・柳澤 2020)。 

久保・高木・野元・前野・川口(2014)は「異文化の壁」をなくすために、医療者は

異文化に触れ、学び、そして具体的な事例共有は大事であると指摘する。また、寺岡・

村中(2017)は医療者が外国人に対する文化的側面への注目が欠如していることを自

覚する必要があり、形式された顕在文化ではなく、人間関係や物事の捉え方などの潜

在文化への注目が必要であると指摘する。 

しかし、以上のような研究はここ 30 年前後のことであり、特に医療者のための国

別の「異文化様相」についての比較研究は極めて少ないのが現状である。 

本研究は外国人医療現場での「異文化の壁」を砕き、意思疎通を順調に行うために、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイニンガー(Leininger 1991)が提唱していた「文化ケア」を踏まえながら、医療現

場における国別の風習の相違と課題を明らかにし、異文化間の誤解や、偏見などに

よって生じる異文化の壁をこえる解決策を探ることが目的である。 

 

３．レイニンガーが提唱された「文化ケア」の意義 

レイニンガー(Leininger1991:35)は「文化ケア」について、「ケアは看護の本質であ

り、看護の中心的・優先的・統合的焦点である」と主張し、さらに『Sunrise Model

図１Leininger's Sunrise Model to Depict Theory of Cultural Care Diversity and Universality  

（Leininger1991:43 による）  
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（サンライズ・モデル）』を用い、「文化ケア」の多様性と普遍性を説明した。『サン

ライズ・モデル』は図 1 で示したように、「文化ケア」は Technological Factors(技術

的要因)、Religious & Philosophical Factors(宗教的・哲学的要因)、Kinship & Social 

Factors (親族・社会的要因)、Cultural Values & Lifeways(文化的価値・生活様式)、

Political &Legal Factors(政治的・法律的要因)、Economic Factors(経済的要因)、

Educational Factors(教育的要因)の 7 つの要因を含め、人間の生活様式の全体に焦点

をあて、それらすべてを文化としてとらえている。 

レイニンガー(Leininger1991:41)は看護計画を立て、意思決定し、健全で満足感をも

たらすケアを提供するには、患者との接触により、「文化ケア」を維持、調整、さらに

再パターン化や再構成する必要があると指摘する。また、「文化ケア」という理論は

「多文化化が急速に進む世の中で、看護師は様々そして類似している文化背景をもつ

人々を理解し、有意義なケアを行っていくために役立つことである」と主張する

(Leininger1991:36)。つまり、看護師は患者を取り巻く文化や宗教、生活習慣、医療シ

ステムの相違など様々な問題を予測しながら、自文化と患者の文化を「良い悪い」で

判断せず、文化に考慮したケアを提供することが大事であることがわかる。 

 

４ 研究方法 

本研究は質的調査で行った。異なる文化風習を明らかにするため、調査項目は「文

化ケア」の 7 つの要因を踏まえ、入院手続き、検査、入院中の生活、退院までの流れ

に沿ってインタビューガイドを作成した。 

 

４．１ インタビューの対象者 

母国語が日本語以外の中、越、韓、比出身者で、母国または日本での出産や手術に

よる入院歴があり、現在も日本に在住する者(年齢と性別は設定なし)を対象とした4。

また、対象者は、日本語での会話が可能であることを条件とした。 

 

４．２ インタビューの方法 

本研究はインタビューガイドを用い、2022 年 8 月～9 月に半構造化面接を Zoom ま

たは対面で行った。インタビュー内容は、対象者の了解を得て録画、また携帯に録音

し、記録・観察者は対象者の発言をメモとして記録した。インタビュー時間は 1 人あ

たり 1～2 時間程度とし、対面の場合は場所が対象者のプライバシーを考慮し、個室

の研究室とした。インタビュー内容は、逐語録を作成し関連性のあるものをカテゴリ

ー化し分析した。 

 

４．３ 調査項目 

本研究では「文化ケア」の 7 つの要因を踏まえ、以下の 14 項目を設定し、調査を行

った。①入院から退院までに印象に残ったこと、②検査を受ける際、自分の国と違う



産業文化研究 33 

原著(2024 年 3 月) 

4 

 

と感じたこと、③入院手続きなどの困り事、④入院時の注意事項などの困り事、⑤入

院した際の付き添い、⑥入院した際の食事、⑦入院中のシャワー浴、⑧医師の性別、

⑨入院中の宗教による困り事、⑩入院時の困り事、⑪支払い方法、⑫入院中に最も強

くストレスを感じた文化の違い、⑬入院時に心が温まったエピソード、⑭入院時に望

む対応についてである。 

 

４．４ 倫理的配慮 

本研究は、八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部研究倫理委員会の承認を得てい

る(承認番号：［22－12］）。研究の目的、参加同意の自由、拒否時も不利益が生じない

こと、個人情報の管理体制について口頭と書面で説明し最大の配慮を講じ、同意を得

た。 

 

４．５ 調査結果 

対象は 14 名で、有効回答は 12 名(27～45 歳、男性 1 名女性 11 名)であった。対象

者の詳細は表１になる。 

表１研究対象者の概要 

インタビューデータの分析結果から以下の７つのカテゴリーが見出された。①『医

師の性別への戸惑い（文化的価値・生活様式等）』、②『面会と付き添いへの希望(親族・

社会的要因等)』、③『食習慣の違い（文化的価値・生活様式等）』、④『シャワー浴へ

の抵抗（文化的価値・生活様式等）』、⑤『母子同室に対する価値観』（文化的価値・生

活様式等）、⑥『宗教に対する遠慮（宗教的・哲学的要因等）』、⑦『支払いに対する認

識（文化的価値・生活様式、経済的要因等）』である。 

番
号

国
籍

年
齢

性
別

在日
年数

日本
語力

職
業

母国での
入院歴

日本での
入院歴

入院の
理由

1 中 34 女 9年 N1
美容
アドバイザー あり あり 手術/出産

2 中 29 女 8年 N1 主婦 あり あり 手術/手術

3 中 45 女 15年 N1 学校経営者 あり あり 手術/出産

4 越 34 女 6年 N2 通訳 あり なし 手術

5 越 33 女 14年 N1 会社員 なし あり 出産

6 越 27 女 6年 N2 アルバイト あり あり 手術/出産(2回)

7 韓 44 女 20年 N1 教員 あり あり 手術/手術・出産

8 韓 38 女 11年 N2 通訳 あり あり 出産/手術

9 韓 40 男 16年 N1 教員 あり なし 手術

10 比 27 女 4年 N2 訪問ヘルパー あり なし 手術

11 比 41 女 7年 N2 ALT あり なし 出産

12 比 34 女 4年 不明 介護士 なし あり 出産
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『医師の性別への戸惑い』に関

する問題は、中国の患者 2 名以

外、表２で示されたように、ほぼ

すべての患者は男性医師の聴診

や膣内検査などに大きく困惑し

た。特にフィリピンの患者は「び

っくりした」、「恥ずかしくて、我

慢していた」という言葉を使い、

精神的に極度の苦痛を表現して

いた。 

『面会と付き添いの現状と希

望』に関する問題は、表３で示さ

れたように中・越・韓・比のどの

国も長時間の面会や、付添人の宿

泊を望んでいるが、日本は制限が

非常に厳しいとされる一方、母国

(中国)からの面会者への配慮に

感謝するとの答えがあった。 

 『食習慣の違い』に関する問

題は、日本では産後冷やしそばや

アイスなどの冷たい食べ物が出

されるが、中、越、比では表４で

示されたように、特に産後は冷た

いものが禁物とされる。また、韓

国を含む４か国は産後や術後に

スープ類を食べる習慣がみられ

た。 

  『シャワー浴への抵抗』に関す

る問題は、日本は手術の種類によ

ってシャワー浴の制限はあるが、

基本的にシャワーを浴びること

はできる。一方、中・越・比は表

５で示されたように、シャワー浴

開始時期は多様であるが、いずれ

の国の人も日本に合わせたシャ

ワー浴には抵抗を感じていた。ま

た、術後すぐにシャワーを浴びた

カテゴリー 国別 内容

中
①婦人科でなければ大丈夫。
②特に気にしない。

越
①膣内検査は嫌だった。
②胸の検査は女医がいい。

韓
①エコーは大丈夫だったが、膣内検査は嫌だった。
②気になる。

比
①胸の検査の際びっくりした。
②恥ずかしくて、我慢していた。

医師の性別への戸惑い

表２ 『医師の性別への戸惑い』  

表３ 『面会と付き添いの現状と希望』  

表４ 『食習慣の違い』  

表５ 『シャワー浴への抵抗』  

カテゴリー 国別 内容

中
①温かいものを食べる。
②術後は刺激性のあるものを避ける。
③鶏、豚骨スープ類を好む。

越
①豚足、卵、肉と野菜をよく食べる。
②冷たいものや海鮮料理は禁物。

韓
①味の濃いものを好む。
②産後、わかめ、牛骨スープを一か月間飲む。
③甘いものを避ける。

比
①産後、モリンガスープをよく飲む。
②生姜スープは禁物。
③冷たい水を飲んではいけない。

食習慣の違い

カテゴリー 国別 内容

中

①傷がまだ治っていなかったので、シャワーを浴びるのが怖
かった。
②沐浴は1ヵ月後。暖かい格好をする。
③しょうがなく浴びた。

越

①沐浴は１週間～1ヶ月後。3か月ぐらいシャワーは5分以内。
②風に当たらないように。
③お母さんは私が出産翌日シャワーを浴びたことに驚いた。
非常に心配していた。

韓
①自然分娩は翌日からOK、帝王切開はNG。
②産後はなるべくすぐしないようにと言われた。
③冷たい風にあたらないように暖かい格好をする。

比
①翌日の沐浴はNG。最初はびっくりした。
②出産後すぐ沐浴すると関節に冷気が入る恐れがあるため、
10日間浴びてはいけない。

シャワー浴への
抵抗

カテゴリー 国別 内容

中
①面会が長いほうがいい。
②母の長時間付き添いを許してくれた。
③付添人の宿泊を許可してほしい。

越
①面会の制限が厳しい。
②母国では付添人が普通。

韓
①面会が短くて厳しい。
②家族全員の面会を望む。
③付添人の宿泊を許可してほしい。

比 面会が長いほうがいい。寂しかった。

面会と付き添いの現状と
希望
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ものの、「怖かった」、「びっくりした(驚いた)」、「しょうがなく浴びた」という感情表

現が用いられた。韓国は自然分娩の場合、翌日のシャワー浴はさほど抵抗を感じられ

ないが、中・越・比と同様冷たい風に当たらないようにまたは暖かい格好をする習慣

がみられた。 

『母子同室に対する価値観』

に関する問題は、日本は母子同

室の習慣があるが、一方、中・

韓は産婦の回復のため、母子別

室の習慣があり、ストレスを感

じる人もいた。越と比は基本的

母子同室であるため、いずれも

言及していない5。 

『宗教に対する遠慮』に関す

る問題は、中・越は無宗教か仏

教徒が多く、特に困ることは見

られなかったが、韓国の患者

は、牧師が病院でお祈りしてく

れた時に周りの目が気になっ

たと述べていた。 

『支払いに対する認識』に関

する問題は、日本の病院は退院

前日に入院費が告知され、多く

の人が不安を感じていた。ま

た、クレジットカード決済や QR

コード決済が普及されていな

い、現金のみの支払いも不便に

感じていた6。 

 

５．考察 

本研究は風習の相違から生じる種々の配慮の欠如が課題として明らかになった。異

文化の壁をこえ、困惑や不安を軽減する解決策を以下のように提案する。 

① 可能な限り医師の性別選択への配慮。調査結果で明らかなように、特に産科、

婦人科の医師に対し、多くの患者が女医を望むことがわかる。宗教的、文化的

価値、教育的要因などによって形成された性別への認識は簡単に消すことはで

きない。そのため、医師の性別を選択できる配慮をすることによって、患者の

心身的な不安を大幅に軽減できると考えられる。 

カテゴリー 国別 内容

中
①母子同室はストレスが溜まる。
②母国では母子別室の産後ケアセンターがある。

越 特に言及なし。

韓
①母子別室または産後ケアセンターを希望。
②母国では母子別室である。

比 特に言及なし。

母子同室に対する価値観

表７ 『宗教に対する遠慮』  

カテゴリー 国別 内容

中 特にない。

越 特にない。

韓
牧師が病院でお祈りしてくれた時
に周りの目が気になった。

比 寝る前と起床後にお祈りする。

宗教に対する遠慮

カテゴリー 国別 内容

中

①現金のみでの支払いにびっくり。
②母国ではクレジットカードや電子マネーが使え、便利。
③事前にホームページなどで現金払いや、
　夜間、休日の料金の計算方法を教えてほしい。

越 特に不便を感じなかった。

韓
①現金のみとのことで驚いた。
②韓国では最初に金額が教えられるが、日本では退院する
前に言われるので、非常に心配。

比
①通っていた病院ではクレジットカードは使えなかった。
②入院費はもっと早く知らせてほしい。
③金額は最初心配していた。

支払方法へ
の困惑

表８ 『支払いに対する認識』  

表６ 『母子同室に対する価値観』  
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② 家族や友人と自由に連絡が取れる Wifi 区域の設置及び面会時間の緩和への配

慮。「2022 年度医療機関における適正な電波利用推進に関する調査の結果」

(2023)によれば、この 3 年間で無線 LAN の導入が急速に広がったものの、患者

や外部訪問者のインターネット接続用は 41.7%にとどまっている。無線

LAN(Wifi)の導入・維持費用や、医療機器への影響など多くの課題が残ってい

るが、Wifi 区域を設置することで、患者は気軽に病棟外にいる家族、友人とつ

ながり、治療への不安やストレスの軽減などが期待できる7。また、生活様式、

親族・社会的要因により、中・越・韓・比の四カ国は家族関係が比較的緊密で

あるため、他人に迷惑をかけないように面会時間を緩和することで、患者や家

族に与える心身の健康への影響を軽減することができると考えられる。 

③ 国別食事メニュー選択可能への配慮。日本の多くの病院ではアレルギーや宗教

上などの理由で複数のメニューから選択可能なメニューを用意している。しか

し、国別の食事メニューを選択可能な病院はほとんど見られない。母国で大切

にされている食習慣を取り入れることで、病気や出産などによるホームシック

はある程度和らげられると考えられる。  

④ シャワー浴開始時またはシャワー浴と体の関係の説明への配慮。中・越・比は

特に産後のシャワー浴開始は遅く、一番早くてもベトナムの一週間後である。

シャワー浴を早くしない理由としては、産後体が弱っているため、風邪をひき

やすいとされている。日本では、感染症の予防や爽快感を得る理由から、出産

翌日、または 2、3 日後のシャワー浴を指導している病院が多い。近年、産後の

体は弱っているため、ぬるめのお湯の使用や体力保持という目的で短時間のシ

ャワー浴、また冷えは体力の回復を遅らせることとし、浴室など暖かくするこ

とが提唱されている。日本のシャワー浴と体の関係を対象者に丁寧に説明し、

母国での慣習に折り合いをつけながら、適宜開始時間を遅らせることで、生活

様式の違いに起因した患者のシャワー浴への抵抗やストレスを軽減することが

できると考えられる。 

⑤ 産後ケアの母子同室の時間短縮や母子別室への配慮。日本の多くの病院では出

産後、愛着の形成や母親が早く、そしてスムーズに育児できるように、早期に

赤ちゃんと同じ部屋で過ごすようにしている。一方、産後に心身の不調などで、

母子同室は産婦に多大な精神的なストレスを与えていることが調査結果でも明

らかである。産後の母子同室に対する考え方は、国によっても違いがある。そ

のため、産婦の身体的・精神的な不安定を軽減するには、母子同室の選択や同

室時間の短縮が有効であると考えられる。 

⑥ 支払う金額の事前告知と支払方法の選択肢の増設の配慮。治療費が不明なまま

療養することは、不安要因の一つとなる。中・越・韓・比四か国では診療費は

前払いが多く、治療費が払えないことを理由に治療が受けられないケースもし

ばしば見られる。保険の加入状況や経済状況を配慮し、診療費などを事前告知

https://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9.html
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することによって患者の不安を軽減することが期待できる。また、クレジット

カード以外の、電子マネーなどの支払い方法を増設することで患者の利便性が

向上すると考えられる。 

⑦ 礼拝する場所の用意など宗教への配慮。多国籍化が進む中、カトリックやイス

ラム教徒などが増加傾向にある。入院生活や治療に影響するような宗教的な習

慣の有無を事前に確認する必要がある。お祈りは患者(信徒）の心を癒やし、慰

めまた希望を与える行為であり、宗教、教育、文化的価値・生活様式要因に関

連する「文化ケア」の一つである。そのため、お祈りができる場所を用意する

ことで患者の精神的苦痛が和らげられことが考えられる。 

 

６．まとめ 

本研究はレイニンガーによって提唱された「文化ケア」の 7 つの要因を踏まえ、医

療現場における中・越・韓・比と日本の文化の相違と課題を明らかにし、異文化間の

誤解や、偏見などによって生じる異文化の壁をこえる解決策を提案した。これによっ

て異文化によるトラブルを大幅に減らし、患者に気持ち良い療養生活環境を提供する

ことが期待できる。さらに、これらの解決案は日本の医療者の外国人患者対応力を高

め、医療者の負担軽減とサービスの向上とともに、医療者に関する「異文化教育」の

発展に寄与することが期待される。 

 

＊本稿は、2023年第15回文化看護学会学術集会における口頭発表の内容に基づいて

大幅に加筆修正したものである。 
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＜注＞ 

 

1 日本の将来推計人口(令和 5 年推計)結果の概要(https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenk

oku2023/pp2023_gaiyou.pdf)(最終閲覧 2023 年 8 月 21 日)。 

2 国籍・地域別 在留外国人数の推移(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_0002

8.html)(最終閲覧 2023 年 8 月 21 日)。 

3 外国人医療現場において、「言葉の壁」、「異文化の壁」は医療者と外国人患者に共通す

る課題であるが、紙幅上の都合により、「言語の壁」については別稿で論じたい。  

4 日本に在住する外国人(国籍別)ランキング 4 位までの国、中、越、韓、比の四か国の

人を対象とした。(令和 4 年６月末現在における在留外国人数について https://www.mo

https://nrid.nii.ac.jp/ja/external/1000050815834/?lid=KAKENHI-PROJECT-22K00670&mode=kaken-d
https://nrid.nii.ac.jp/ja/external/1000050815834/?lid=KAKENHI-PROJECT-22K00670&mode=kaken-d
https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_gaiyou.pdf)(最終閲覧2023年8月21
https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_gaiyou.pdf)(最終閲覧2023年8月21
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html)(最終閲覧2023年8月21
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html)(最終閲覧2023年8月21
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html
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j.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html)(最終閲覧 2023 年 8 月 31 日)。 

5 ホーチミンで妊娠＆出産しました②出産～入院編(https://iconicjob.jp/blog/vietnam/c

hildbirth)(最終閲覧 2023 年 8 月 21 日)。 

6 厚生労働省(2023)が実施した「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査結

果報告書」によれば、クレジットカードを利用した決済の導入は 60.9％、QR コード

を利用した決済の導入は 5.2％である。

(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001126229.pdf)(最終閲覧 2023 年 8 月 24 日）。 

7 2022 年度医療機関における適正な電波利用推進に関する調査の結果(https://www.emcc-i

nfo.net/medical_emc/pdf/23_220_R4_questionnaire_hstl_v0713.pdf)(最終閲覧 2023 年 8 月

24 日）。  
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持続可能な観光地域経営のための中間支援活動の成果と考察 
 

井上 丹  

 

１．はじめ 

観光による地域活性化が望まれているが、観光振興による持続可能な地域経営を目指すには、

観光による「交流人口」拡大から「関係人口」創出までを目的とした事業の構築を検討すべきで

ある。また、持続的に観光振興事業を実施していくためには、観光事業関係者だけでなく地域住

民や地域事業者が連携して事業を担っていく必要がある。特に地方の観光地においては、少子高

齢化や労働人口減少による観光産業の人手不足の課題が重くのしかかっており、このまま担い手

が足りない状況が続けば、観光産業存続の危機に陥りかねない(*1)。 

本稿は、青森県を代表する観光地である青森市浅虫地区（以下、浅虫という）を対象に、持続

可能な観光振興を目的とした事業の企画運営方法を検討し、地域内外の協力者と連携協働しなが

ら実践するという活動を 3カ年継続した。特に、地域全体の利益を目的として地域事業者と協働

した観光振興企画「あさむし月末マルシェ（以下、マルシェという）」を継続的に実施した(*2)。

このマルシェの企画運営の中心となったのが、地域住民や地域事業者、外部からの協力者で構成

される任意団体「浅虫まちおこし応援団がっちゃんこ（以下、まちおこし団体）」であり、このま

ちおこし団体がさらに地域外からの協力者を加えて協働することで、事業運営に関わり続ける関

係人口創出につながることがわかった。 

事業を継続してきたことで、まちおこし団体にはマルシェへの出店希望や、地域外から新たな

企画やイベントの問い合わせを受け付けるようになったが、実施に向けては地域事業者や地域団

体との調整が必要であり、さらに企画運営の担い手不足を解消しなければならない。この課題を

解決すべく、外部からの相談窓口を設け、地域の調整と運営への参加者の募集、そして企画実施

の支援を行うような中間支援活動とそれを担う中間支援組織が必要であると考え、その仕組みの

構築を目指して取り組んだ事業の成果と考察をまとめる。 

 

２．中間支援活動と中間支援組織について 

 中間支援活動の定義については、2016年に国土交通省がまとめた「地域づくり活動支援体制の

活動内容について」(*3)において、「地域の行政や金融機関、NPO1、企業等の地域の多様な主体が

お互いのメリットを生かすとともに、互いの不足要素を補い合いながら協力・連携し、安定して

継続的に『地域づくり活動』を支援すること」とされている。その中で地域づくりにおける中間

支援活動は大きく 3つに区分され、「ⅰ.観光振興、移住・定住促進等、外部から人や資源を呼び

込み活性化を図る支援」、「ⅱ.地域資源を活用したブランド化等により、地域のにぎわいづくりや

活性化につなげる支援」、「ⅲ.高齢者の生活支援、子育て環境の改善等、地域住民の暮らしを支え

る生活支援」となっている。本事業で実践してきた浅虫における観光振興・地域づくり活動は、

上記でいうⅰとⅱに当てはまる。 

 また、中間支援に求められる重要な機能・役割として 3つ述べられており、「①『点』の地域づ

くり活動を『線』・『面』につないでいく」、「②地域づくり活動をビジネスとして成立させるため

に必要となる視点、要素を把握する」、「③担い手と同じ目線で伴走する第三者的存在が求められ

 
1 NPO（Non-Profit Organization）とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収

益を分配することを目的としない法人格を持つ団体および法人格を持たない任意の市民活動団体

のことを指す 
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る」とされている。浅虫のまちおこし団体は、マルシェを通して上記の 3つの機能を果たしてき

た。しかし課題として、支援を行う案件が出るたびに関係者と連絡を取り合い、その都度、進め

方の協議や合意形成を図りながら進めていたため、効率性に欠け、継続的に質の高い支援を行う

ことが難しくなることが考えられる。今後は中間支援に取り組むための体制を組み、日頃から意

見交換を行いながら互いの理解を深めるとともに、中間支援における役割分担を明確にして一体

的に取り組むことが求められる。 

 次に中間支援組織について、2001年に内閣府が実施した「中間支援組織の現状と課題に関する

調査」(*4)では、「多元的社会における共生と協働という目標に向かって地域社会と NPOの変化や

ニーズを把握し、人材、資金、情報などの資源提供者と NPOの仲立ちをしたり、また、広義の意

味では各種サービスの需要と供給をコーディネートする組織」が中間支援組織とされているが、

いろいろな捉え方があり必ずしも明確に規定された定義があるわけではない。若菜(*5)によれば、

近年の時代背景と環境変化で中間支援は多様化し、今後も必要性が高まると述べられている。実

際に 2019年の内閣府「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」(*6)では、地方創生を担う人材・

組織の育成のためには、「地域住民等で構成される地域運営組織や地域商社といった組織等や、こ

うした組織等の支援を行う中間支援組織の役割が重要である」と述べられており、表 1のような

中間支援組織のタイプに分類されている。 

 浅虫の場合、産業支援系については、2023年 6月に設立された観光地経営会社（DMC2）が担う

と考えられるため(*7)、求められる機能としてはコミュニティマネジメント系と地域人づくり系

と言える。まちおこし団体がこれまでの中間支援活動で培ってきた機能に加えて、これらの機能

を備えた中間支援組織の構築を目指し、2023年度の事業を計画した。 

 

表 1 中間支援組織のタイプ分類 （資料：内閣府(*6)より引用） 

分類 概要 主な取り組み 

①産業支援系 地域資源を活用した新たな産業の創出を通

して、地域の課題解決を推進する。金融機

関・商工会議所など地域の既存機関とも連携

して、起業支援及び既存企業の新規事業開 

発支援、事業承継等を推進する。 

地域企業支援 

事業承継 

起業支援 

特定事業型(地域商社/観光

DMO3等)  

②コミュニティ

マネジメント系

（関係人口系） 

地域の魅力を発信し、外部から人材や組織等

の資源を呼び込むことで、地域内の担い手の

活性化や、地域課題の解決に取り組む。また、

地域内外のハブ的役割を担い、地域のオープ

ンイノベーション3も推進する。 

起業支援 

リビングラボ 

移住支援 

関係人口(インターンシップ/

副業兼業等) 

③地域人づくり

系 

社会教育主事等による地域住民の育成や、高

校や大学等の既存の教育機関と連携し、地方

創生を担う人材育成の取り組みを推進する。 

高校魅力化コーディネーター 

住民自治組織 

３．2023年度の事業概要 

 
2 DMC（Destination Management Company）および DMO（Destination Management Organization）

とは、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するた

めの戦略を策定、実施するための調整機能を備えた法人を指す 
3 オープンイノベーションとは、従来の自前主義（クローズドイノベーション）に代わり、組織

外の知識や技術を積極的に取り込むことを指す 
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 浅虫における中間支援組織の構築を目指し、外部相談窓口となるような拠点を設け、新規の観

光振興・地域づくり活動について関係者と調整する。そして活動の担い手として、地域活動に興

味関心がある大学生や高校生に協力を求める。この体制で持続可能性があるかどうか考察すると

ともに、関わった大学生と高校生が地域の関係人口となるか調査する。 

 まず、観光振興イベント、マルシェへの出店など、浅虫だからこそ試したいという企画を持つ

外部からの提案者を集める。次に、地域づくり活動を経験したいという大学生や高校生を募集し

協働者として仲間に加え、企画提案者を伴走支援しながら実施内容を計画し、実行、振り返りを

行い、浅虫での継続的な実施方法を検討する。 

中間支援活動としては上記のまちおこし団体の協力を得て、参加者の募集と協議する場を設置

し、全体のマネジメント、関係者との調整、集客のための広報、実施運営補助を行う。2023年 4

月から企画の募集開始と体制づくり、6月から協力する大学生や高校生を募集し、7月から 10月

にかけて企画の試験実施、11月までに振り返り、12月に今後の方向性を検討する流れで設計した。 

 

４．主な事業内容と結果 

（１）中間支援組織の拠点整備 

浅虫のまちおこし団体は、任意団体かつ構成員はそれぞれ本業を持つため、拠点となる場所は

持っていなかった。それ故に案件ごとに場所を借りたり、協力者の元へ行ったりと効率が良くな

かった。そこで今回は、中間支援組織の活動拠点として、空き物件を再活用した「浅虫がっちゃ

んこセンター（以下、センターという）」を設置することにした。場所は浅虫の中心部に位置する

ため、地域内で活動する際に便利なところで、打ち合わせスペースの他、物品を多く保管できる

部屋があり、外部相談窓口としても活動拠点としても十分な場所となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 中間支援組織の活動拠点 

 

（２）外部から人や資源を呼び込み活性化につなげる 

ア）ティラノサウルスレース実行委員会 

 外部からの観光振興企画として、ティラノサウルスレース実行委員会（以下、実行委員会とい

う）から協力の依頼があった。ティラノサウルスレースとはティラノサウルスの着ぐるみを着て

走るという競技であり、その見た目、競技のシンプルさから人気を博し海外発祥でありながら日

本でもまちおこしの一環で行われる程の人気を得ている。青森県内各地で実施している実行委員

会から、浅虫での開催について相談があった。 

 前年度もサンセットビーチあさむしで開催したが、地域内の協力があまり得られず運営に苦労

したという。今年度は浅虫町会のイベントへの協力など、浅虫の地域づくりに貢献していた実行

委員会に伴走する形で中間支援を行うことになった。地域事業者や地域の公共施設の利用につい

て調整し、7 月のイベント当日には運営補助として県内の大学生に協力を依頼した。その結果、
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前年度を上回る参加者、来場者となったうえ、スムーズな運営ができ、実行委員会の負担も軽減

できて満足度の高いイベントとなった。開催の様子は写真 2の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 協働で実施したティラノサウルスレースの様子 

 

イ）マルシェの広報活動と新規出店 

 観光振興企画として実施しているマルシェは、外部からの出店協力を得ながら 3 年目となる

2023年度も毎月開催していた。マンネリ化を防ぐために、道の駅の駐車場会場だけでなく、道の

駅内の 3階フリースペースも借りて出店数を増やしたり、定期的に新規の出店を募集したりと工

夫を重ねながら運営を継続しており、地域の賑わいづくりに貢献していた。その成果から、まち

おこし団体は浅虫での地域づくり活動を紹介する機会が増えて、教育機関からの講演依頼を受け

るようになった。その際に伝えていたのは、マルシェは売上目的だけではなく、地域活性化のた

めの企画であり、共に地域づくりに協力する関係者をいつでも募集しているということであった。

その際に、口頭だけでの説明では雰囲気が伝えにくいため、外部の協力者と連携して、マルシェ

の動画制作、発信を行った。 

 この広報活動の影響で、新規出店の依頼が増え、弘前市内の大学生に講演をした後には、参加

した学生からマルシェで出店したいという相談を受けた。まちおこし団体が丁寧な中間支援を行

いながら、学生ならではのアイデアや工夫を凝らした出店が実現し、学業に支障がない範囲で多

くの月に出店していたうえ、マルシェ以外の地域づくり活動にも参加した。 

 

ウ）浅虫に関わってきた大学生による海の家 

 浅虫では 7月中旬から 8月中旬までの夏休み中に海開き期間として、サンセットビーチあさむ

しでの海水浴が可能となる。例年この海開き期間中にビーチには、海の家と呼ばれる仮設のテイ

クアウト専門の飲食店が出店していたが、コロナ禍で出店できなかった年が続き担い手がいなく

なっていた。そこで観光協会からの相談があり、マルシェを運営していたまちおこし団体が今年

度、海の家を設置することになった。ただ、

まちおこし団体のメンバーだけでは、期間中

常に対応することが難しいため、これまでマ

ルシェの運営を手伝っていた大学生たちに海

の家の運営を任せることにした。 

 活動経験が長い弘前市内の大学院生をリー

ダーとして、学生 9名が参加した。まちおこ

し団体は中間支援として、地域関係者との調

整、海の家の運営に必要なプレハブや発電機

の手配、飲食メニューの衛生管理を担い、学生たちが不安なく運営できるような環境を整備した。
写真 3 海の家開催の様子 
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今年度の夏は猛暑日が多かったが、学生たちはシフトを組み、悪天候による営業休止以外の日程

を問題なく実施した。この事業を通して、学生たちのコミュニティができ、その後も浅虫に継続

的に関わるようになった。 

 

エ）センターの有効活用 

 活動拠点として整備したセンターを有効活用する企画提案があった。まちおこし団体は、浅虫

まちづくり協議会と連携して、浅虫が学区である青森市立東中学校の地域探究科の授業を積極的

に支援していた。その中で美術部の生徒たちが、センターの風除室のガラスにステンドグラスを

貼り、まちの景観向上に貢献した（写真 4）。 

また、青森市交流推進課の国際交流員である台湾出身者から、台湾紹介展「台湾知りたいわん」

の開催依頼があり、センターを会場として貸し出した（写真 5）。その際にまちおこし団体のメン

バーである近隣の飲食店も支援し、ポスター等を一部展示したり広報案内したりと協力した。年

末年始の開催となり、来場者は多くはなかったが、センターの有効活用という可能性が見えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 ステンドグラス設置の様子        写真 5 台湾展示会の様子 

 

（３）人材育成の取り組み 

ア）高校の総合的な探究の時間との接続 

2023年度から青森県内すべての県立高校では、総合的な探究の時間において「あおもり創造学」

という内容で探究学習に取り組んでいる。その授業では、青森県内の地域課題について調査した

り、実際にフィールドワークを行ったりして地域の理解を深め、将来的には地域で活躍する人材

育成につなげる方針で進めている。その流れで、地域づくり活動を経験したいという高校生が増

えており、浅虫でも何度かフィールドワークを受け入れていた。そこで、単に授業として参加す

るだけでなく、継続的に浅虫で地域づくり活動を行いたいという高校生を募り、中間支援活動の

協働者として仲間に加えるための仕掛けを考えた。 

はじめに、認定 NPO法人カタリバが取り組んでいる実践型探究学習プログラム「高校生マイプ

ロジェクト」(*8)を参考に、浅虫での地域づくり活動を通して探究活動を進められるプログラム

を構築し、これまでの実績や関係がある高校へ案内した。しかし高校からの反応はなく、今年度

の高校生の参加は見込めないことから、今後の対応方法を検討するために、高校の探究支援に関

わっている関係者を浅虫に集めて協議することにした。 

現役の高校教員や学校関係者、他の市町村で地域づくり活動を実践している専門家、そして大

学生と多様な属性の参加者が集まった。2 日間にわたる協議の結果、現状で高校生が地域づくり

活動に直接参加し続けることはハードルが高く、まずは高校教員の理解を得られるように探究活

動の中間支援を行っていくことが重要であるという結論に至った。その後はいったん高校生を対

象から外し、次に述べる大学生の参加を中心に進めることにした。 
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イ）大学の研究活動との接続 

浅虫で実施してきた事業では当初から多くの大学生が関わっていた。特にマルシェを開催した

際には、大学のゼミ活動やサークル活動の一環として、団体単位での参加が多く、事業運営には

欠かせない存在となっていた。その際にまちおこし団体は、大学生たちに単なるアルバイトとし

て手伝うのではなく、地域づくり活動に参加し、地域活性化に直接関わることで、大学生活の貴

重な経験の場にしてほしいという理念を伝えており、大学生も目的を理解して参加していた。 

活動に参加していた一部の学生からは、卒業研究や論文のテーマとして浅虫を題材にしたいと

いう相談があった。また、大学卒業後の進路として、地域づくり活動を職業としていくためには

どうすればよいのかという相談もあった。相談に応えた結果、地域づくりを更に研究していきた

いと大学院に進学した学生や、仕事として地域づくりに関わりたいと地方公務員を受験した学生

が現れた。一方で、大学卒業後は県外に就職したり、県内企業であっても休日が固定ではない仕

事だったりという理由から、浅虫の地域づくり活動に参加しなくなった学生もいた。卒業後も継

続的に関わるための仕組みづくりという点では課題が残った。 

このように、まちおこし団体が大学生の相談に真剣に応えることで、中間支援組織に求められ

る人材育成機能を果たしていたことが明らかになった。大学の研究活動の一環として地域づくり

活動に参加し、それが大学生のキャリアに接続していけば、学生個人の成長につながるだけでな

く、今後地域づくり活動を担う人材となることが考えられる。 

 

５．事業成果と考察 

（１）中間支援活動の実績から 

 まず、持続可能な観光地域振興を目指す事業として開催してきたマルシェを中間支援活動とし

て捉え直すと、開催目的や企画運営方法、外部協力者の参加、そして集客という成果から、これ

まで十分に実績を残してきたことがわかった。事業を担ってきた浅虫のまちおこし団体は、地域

事業者や地域住民から頼られる存在になり、さらに外部からの相談を受けるようになった。 

そして、まちおこし団体の方から積極的に外部へ協力を求めたところ、地域資源の再発掘や有

効活用につながる企画が新たに実施され、地域外からの人や資源を呼び込み活性化につなげる支

援となった。特にサンセットビーチあさむしでは、これまで海水浴客が海開き期間にだけ訪問す

るような場所だったが、他に目玉となるようなイベント開催や、ビーチでの出店という形で新た

な価値を創出できた。 

また、イベント運営を中心に、直接サービスを受ける来訪者（受益者）がお金を使うような内

容にして、さらにマルシェの出店者のような支援された関係者が、売り上げの一部を中間支援活

動の資金として地域関係者に支払うような形になってきており、地域づくり活動をボランティア

で終わらせるのではなく、ビジネスとして継続できるような仕組みにしていくという点において

も成果が出ている。 

 

（２）中間支援組織としての役割 

 上記の中間支援活動を担ってきたまちおこし団体は、浅虫における中間支援組織としてどのよ

うな立場になっていたのかを考察する。地域の課題としては、地域の主力産業である観光業の衰

退や人口減少、少子高齢化によって地域の賑わいが減っていたことと事業の担い手不足があった。

また、地域活性化に向けて観光協会とまちづくり協議会がそれぞれ活動していたが、お互いの連

携が取れておらず、継続性が課題であった。 
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 この地域課題を解決すべく立ち上がったまちおこし団体は、まず方針として、地域に関わる人

や組織をつなぎ、地域づくり活動を応援するという立場であることを掲げていた。自分たちが新

たに何かを起こすわけではなく、あくまでも既にある活動に参加したり、地域資源の有効活用を

考えたりするところから始まり、地域関係者と積極的にコミュニケーションを取っていた。そし

て、地域内では人材という点で限界があることから、地域外から人材を呼び込み、さらにその人

材が待つスキルや能力を活かせる場として始めたマルシェは、地域の賑わい創出に貢献しただけ

なく、新規出店者が現れ、関わった大学生の育成や関係人口創出にもつながったことから、オー

プンイノベーションの場になっていたと言える。 

 また、大学や高校といった教育機関と積極的に連携を試み、地域づくりに興味関心を持つ学生

を増やそうという活動を実施しており、まだ大きな成果にはつながっていないが、地方創生を担

う人材育成に取り組んでいたとも言える。よって、浅虫のまちおこし団体は、表 1でいうコミュ

ニティマネジメント系（関係人口系）と地域人づくり系の機能を持つ中間支援組織としての役割

を担っていると言える。 

この成果から、観光地における中間支援組織の役割を図 1 のように整理した。観光地の場合、

宿泊施設や飲食店等の企業で組織される NPOとして観光協会がある。また、地域住民を中心に組

織されるまちづくり協議会や、行政が運営する公共施設等も NPOに分類できる。資源提供者が直

接受益者にサービスを提供しても、一組織としては限界があるため、地域全体の利益を求めて NPO

が地域づくり活動を行う。そして NPOでも継続が難しい事業に対して、中間支援組織が支援やコ

ーディネートを行う。さらに外部協力者が現れた場合、NPO に直接言うことが難しくても中間支

援組織が窓口となり受け入れ体制を整備する。すると中間支援組織と共に活動し、人材育成や関

係人口創出につながる。さらに受益者である観光客の中から、その観光地のファンとなり応援し

続ける者が現れると、その人は資源提供者として外部協力者になっていくという循環ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 1 観光地における中間支援組織の役割 （内閣府資料(*4)を参考に作成） 

 

（３）地域における中間支援の展望 

 これまで述べてきた通り、中間支援組織は多様化しており、時代背景や地域特性によってその

機能や役割は変化し続ける。また、地域づくり活動や人材育成は長期的な取り組みとなることか

ら、継続性も求められる。そこで浅虫のまちおこし団体は、青森県南部町で長期的に中間支援活

動を実践している合同会社南部どき(*9)と特定非営利活動法人学びどき(*10)の経営者である根

市大樹氏を交えて、今後の浅虫における中間支援をどうしていくべきか議論した。 

 根市氏による南部町三戸駅前での活動によると、観光地ではない地域であっても、地域資源を

有効活用し、地域の協力者を巻き込めば、賑わい創出が可能であることがわかった。その際に、
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地域内で局地的に明らかな変化を創るエリアリノベーション4や、中間支援組織だけでなく地域関

係者や住民を含めたコミュニティの形成が重要であることがわかった。 

 また、空き家を有効活用するためのマッチングや将来の地域を担う地元の小中学生の支援など、

今後の浅虫においても課題となる案件について既に解決に向けて実践しており、その取り組みか

ら学ぶことは多い。浅虫は温泉観光地という特性から、観光振興や地域の賑わいづくりは取り組

みやすい中間支援活動であったが、もう一つの「高齢者の生活支援、子育て環境の改善等、地域

住民の暮らしを支える生活支援」という点においては実施できていないうえに担い手も不足して

いる。地域産業や地域づくり活動を支える中心となるのは地域住民であり、住民が住み続けられ

る地域づくりを支援していくことが、今後のまちおこし団体には求められる。 

 

６．おわりに 

 本稿は、持続可能な観光振興・地域づくりのために、外部から人や資源を受け入れるための相

談窓口を設け、地域側の調整と事業企画運営の参加者の募集、そして企画実施の伴走を行うよう

な中間支援活動と、それを担う中間支援組織のあり方について検討してきた。 

浅虫でのまちおこし団体が実施してきた地域づくり活動は、地域への来訪者増加や、事業運営

に関わる関係人口創出という成果を出し、さらに地域資源の有効活用、次世代を担う大学生の人

材育成という結果も出ており、中間支援組織としての機能を持っていることがわかった。 

なお本稿は、あくまでも浅虫という狭い地域での考察となるが、日本全国で同じ課題を抱えて

いる温泉観光地は多いと考えられる。本研究が他の地域でも応用され参考になれば幸いである。 
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https://myprojects.jp/
https://nanbudoki.com/
https://manabi-doki.com/
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Report: SDGs for the Community; Newspaper Essay Series 
Dr. Barry Grossman 

  
The Sustainable Development Goals (hereafter SDGs) are part of the United 

Nations initiative to guide individuals, companies, non-profit organizations, non-
governmental organizations and governments in the direction of a more equitable, 
livable world. Officially called Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, its preamble states: 
 

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity… The 17 Sustainable 
Development Goals… demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda… 
They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the 
empowerment of all women and girls. They are integrated and indivisible and balance the 
three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental 
(https://sdgs.un.org/2030agenda). 

 
In Japan, the SDGs are a popular educational topic in classes from primary school 

through university, and it was the author’s hope that a regularly-appearing newspaper 
article would also help to stimulate discussion and action on climate and humanitarian 
crises facing the world today.  

With this in mind, I approached the university in July of 2022 with the idea of 
writing a newspaper essay series outlining and exemplifying each of the SDGs in turn. It 
was then suggested by Professor Ichinohe, head of the Hachinohe Gakuin University 
SDGs Project Team, that we approach the Daily Tohoku News and propose the idea to 
them. The initial meeting with the newspaper was held on October 25, 2022 and 
included three members of the university; Prof. Ichinohe, Mr. Matsuyama (Hachinohe 
Gakuin Regional Cooperative Center Chief) and myself. I submitted an example essay to 
the newspaper editors as proof of concept, and the following month a positive response 
was procured, whereafter the details of the essay contents were negotiated.   

The first article, the Prologue, appeared on January 21, 2023 and the final article, 
the Epilogue, appeared on November 6, 2023. These two essays plus each of the 17 SDG 
essays came to a total of 19 articles in the series, published twice a month over the 
course of ten months. Each article was about 200 English words in length and consisted 
of a basic explanation of the particular SDG (including some relation to the local area), a 
Japanese translation of the essay, a gloss of a few of the most difficult vocabulary items, 
a picture (taken by myself) or drawn scene (created by the newspaper artist) related to 
the essay, and a QR Code and Web address link to digital activities.  

The essays were submitted and published on a two-week schedule. The articles 
appeared on the first and third Saturday from January until March, and the first and third 
Monday from April though November. The digital activities were created by the author 
and were part of an online English Learning Management site called ZenGengo 
(advanced permissions previously granted by owner/director). “ZenGengo features 10 
engaging and interactive assignment types that have been specially designed for 
language learning. Assignments cover all 4 language skills: listening, reading, writing, and 
speaking” (https://www.zengengo.com/our-service).  
 The following pages contain each of the essays as they appeared in the 
newspaper (all appropriate permissions granted by Daily Tohoku Newspaper). 
 

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.zengengo.com/our-service
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 地域のための SDGs、新聞エッセイシリーズ 
バリー・グロスマン 

 

持続可能な開発目標（以下、SDGs）は、個人、企業、非営利団体、非政府組織、政府を、

より公平で住みやすい世界へと導く国連のイニシアティブの一環である。正式には「私た

ちの世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」と呼ばれ、その前文には

次のように記されている。 

 

このアジェンダは、人と地球と繁栄のための行動計画である...17 の持続可能な開発目

標は...この新しい普遍的なアジェンダの規模と野心を示している...それらは、すべての

人の人権を実現し、ジェンダーの平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成し

ようとするものである。これらは統合的かつ不可分であり、持続可能な開発の 3 つの側面、 

すなわち経済、社会、環境のバランスをとるものである

（https://sdgs.un.org/2030agenda）。 

 

日本では、SDGs は小学校から大学までの授業でよく取り上げられる教育テーマであり、

定期的に掲載される新聞記事が、今日世界が直面している気候変動や人道的危機に関する

議論や行動を喚起する一助にもなれば、というのが筆者の願いだった。 

 

このような思いから、私は 2022 年 7 月、SDGs の各項目について順番に概説し、例証す

るエッセイを連載することを大学に持ちかけた。そして、地元の新聞社にアプローチし、

このアイデアを提案することが提案された。デーリー東北新聞社との最初のミーティング

は 2022 年 10 月 25 日に行われ、大学からは一戸氏（学長補佐であり、大学の SDGs イニシ

アチブのリーダー）、松山氏（大学の地域連携センター長）、そして私の 3 人が参加した。

そして翌月には快諾を得ることができ、その後、エッセイ内容の詳細について交渉が行わ

れた。  

 

最初の記事「プロローグ」は 2023 年 1月 21 日に、最後の記事「エピローグ」は 2023 年

11月 6日に掲載された。この2本のエッセイに 17本の SDGsエッセイを加えた計19本のエ

ッセイが、10 ヶ月にわたって月 2 回掲載された。各記事は約 200 語の英文で、地域との関

連性を含む特定の持続可能な開発目標（SDGs）の説明、エッセイの日本語訳、難しい語彙

の小さな用語集、エッセイに関連する写真（私が撮影）または絵（新聞社のアーティスト

が作成）、デジタル活動への QRコードとウェブ・アドレスのリンクで構成されていた。 

 

エッセイは 2週間のスケジュールで投稿・掲載され、1月から 3月までは第 1・第 3土曜

日、4 月から 11 月までは第 1・第 3 月曜日に掲載された。デジタル・アクティビティは著

者が作成したもので、ZenGengo と呼ばれるオンライン英語学習管理サイトの一部である

（オーナー／ディレクターから事前に許可を得ている）。「ZenGengo の特徴は、言語学習の

ために特別にデザインされた、10 種類の魅力的でインタラクティブな課題です。課題は、

リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの 4 つの言語スキルすべてをカ

バーしています」（https://www.zengengo.com/our-service）。 

 

以下のページには、新聞に掲載された各エッセイが掲載されています（すべてデーリー

東北新聞社から適切な許可を得ています）。  

 

 

https://sdgs.un.org/2030agenda
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